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行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
の
目
的
を
否
定
す
る
財
務
副
大
臣
の
発
言
に
関
す
る
質
問

主
意
書

学
校
法
人
森
友
学
園
へ
の
国
有
地
売
却
問
題
に
関
す
る
資
料
の
開
示
に
つ
い
て
、
国
交
省
お
よ
び
財
務
省
の
担
当
者
が
「
与

党
の
許
可
が
得
ら
れ
な
い
と
資
料
を
出
せ
な
い
」
と
回
答
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
四
月
二
十
日
の
参
議
院
国
土
交
通
委
員
会
で

大
�
拓
財
務
副
大
臣
は
、
「
本
件
は
相
当
、
政
治
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
与
党
の
理
事
に
相
談
す
る
の
は
普
通

だ
」
と
答
弁
し
た
。

こ
の
答
弁
に
関
し
て
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

四
月
二
十
日
の
参
議
院
国
土
交
通
委
員
会
で
議
論
に
な
っ
た
と
こ
ろ
の
、
辰
巳
孝
太
郎
議
員
が
開
示
を
求
め
て
い
る
資
料

（
「
本
資
料
」
と
い
う
。
）
は
行
政
文
書
に
該
当
す
る
の
か
。

二

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
第
五
条
で
は
、
「
行
政
機
関
の
長
は
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
と
き

は
、
開
示
請
求
に
係
る
行
政
文
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
（
以
下
「
不
開
示
情
報
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
が
記
録

さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、
当
該
行
政
文
書
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る

が
、
本
資
料
に
は
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
解
で
良
い
か
。

一



三

本
資
料
を
国
交
省
お
よ
び
財
務
省
の
担
当
者
が
出
せ
な
い
と
回
答
し
て
い
る
理
由
は
、
大
�
副
大
臣
の
「
本
件
は
相
当
、

政
治
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
」
な
ど
の
答
弁
を
踏
ま
え
る
と
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
第
五

条
の
各
号
で
い
う
と
こ
ろ
の
不
開
示
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
と
い
う
理
解
で
良
い
か
。

四

三
に
関
連
し
て
、
本
資
料
を
国
交
省
お
よ
び
財
務
省
の
担
当
者
が
出
せ
な
い
と
回
答
し
て
い
る
理
由
は
、
「
本
件
は
相

当
、
政
治
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
」
た
め
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
良
い
か
。

五

情
報
公
開
す
べ
き
か
否
か
は
、
情
報
公
開
制
度
に
則
り
、
行
政
府
が
恣
意
性
な
く
法
に
基
づ
き
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
か
か
る
情
報
公
開
に
与
党
の
理
事
の
意
向
が
関
与
す
る
こ
と
は
情
報
公
開
制
度
へ
の
不
当
な
政
治
介
入
で
は
な
い
か
。

六

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
第
一
条
で
は
、
「
こ
の
法
律
は
、
国
民
主
権
の
理
念
に
の
っ
と
り
、

行
政
文
書
の
開
示
を
請
求
す
る
権
利
に
つ
き
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
一
層
の
公
開
を
図

り
、
も
っ
て
政
府
の
有
す
る
そ
の
諸
活
動
を
国
民
に
説
明
す
る
責
務
が
全
う
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
的
確

な
理
解
と
批
判
の
下
に
あ
る
公
正
で
民
主
的
な
行
政
の
推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本

資
料
に
関
し
て
、
国
交
省
お
よ
び
財
務
省
の
担
当
者
が
「
与
党
の
許
可
が
得
ら
れ
な
い
と
資
料
を
出
せ
な
い
」
と
回
答
し
、

財
務
副
大
臣
が
「
本
件
は
相
当
、
政
治
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
与
党
の
理
事
に
相
談
す
る
の
は
普
通
だ
」
と

二



答
弁
す
る
こ
と
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
の
目
的
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

七

行
政
文
書
の
情
報
公
開
は
、
法
令
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
本
資
料
が
「
相
当
、
政
治

的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
一
般
的
に
与
党
の
理
事
に
相
談
す
る
の
は
普
通
だ
」
と
考
え
る
こ
と
は
法
令
の
手
続
き
を
逸
脱

す
る
異
常
な
も
の
で
、
政
府
と
与
党
理
事
が
共
謀
し
た
本
資
料
の
隠
ぺ
い
工
作
で
は
な
い
か
。

八

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
第
一
条
で
は
、
「
こ
の
法
律
は
、
国
民
主
権
の
理
念
に
の
っ
と
り
、

行
政
文
書
の
開
示
を
請
求
す
る
権
利
に
つ
き
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
一
層
の
公
開
を
図

り
、
も
っ
て
政
府
の
有
す
る
そ
の
諸
活
動
を
国
民
に
説
明
す
る
責
務
が
全
う
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
的
確

な
理
解
と
批
判
の
下
に
あ
る
公
正
で
民
主
的
な
行
政
の
推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
政

府
は
、
野
党
の
議
員
か
ら
の
資
料
要
求
に
対
し
て
は
、
「
政
治
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
」
場
合
、
「
政
府
の
有
す
る
そ
の

諸
活
動
を
国
民
に
説
明
す
る
責
務
が
全
う
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
理
解
で
良
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


